
【申請情報の作成】

申請内容をイン
ターネット上で作
成し、送信します。

【申請者情報登録】

オンライン申請
を利用するために
必要な申請者情報
を登録します。
※１

※１ 初回利用時のみ

【供託金の納付】

ATM 又は イン
ターネットバンキ
ング を利用して
供託金を納付しま
す。※３

※３ ペイジー対応の ATM
又は ｲﾝﾀｰﾈｯﾄﾊﾞﾝｷﾝｸﾞ の
利用となります。

【供託書正本受領】

法務局から供託
書正本が届きます。

【受理決定通知】

申請内容に問題
がなければ、法務
局からオンライン
で受理決定通知書
が届きます。

お知らせ

【返信用封筒送付】

供託書正本送付
用の封筒 ※２ を
法務局へ送付しま
す。

※２ 切手貼付・宛名記載済
みのもの

－ 給与差押え－

供託の申請は、インターネットに接続したパソコンを利用して、オンラインで申請することができます。
オンライン申請には、専用の「申請用総合ソフト」を使用する方法と、ｗｅｂブラウザ（インターネット閲覧用ソ

フト）上から直接申請する方法（かんたん申請）の２通りの方法があります。
ここでは、ｗｅｂブラウザ上から申請する「かんたん申請」についてご案内します。
「かんたん申請」は、専用ソフトや電子証明書などが必要なく、手軽にオンライン申請を行うことができますので、

是非ご利用ください。

かんたん申請とは？

おすすめの理由

「かんたん申請」による供託では、「電子納付」という方法によって供託金を納付します。
「電子納付」とは、金融機関のＡＴＭやインターネットバンキングを利用して納付する方法ですが、

ＡＴＭやインターネットバンキングには金融機関ごとに利用限度額が設定されています。このため、
納付する供託金額が高額の場合は、電子納付を利用できないことがありますのでご注意ください。

かんたん申請の注意点

かんたん申請の利用可能時間

平日月曜日から金曜日まで
８時３０分から２１時００分まで

※ 土日祝日・年末年始（12/29～1/3）はご利用いただけません。
※ 申請情報が１７時１５分を過ぎて法務局に到達した場合は、その

翌開庁日に受付がされます。
※ システムメンテナンスのため、一時的に利用が停止される場合が

あります。
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１．申請者情報の登録

供託かんたん申請を利用するためには、事前に「申請者情報」を登録して、「申請者ＩＤ」や「パスワード」などを設定する必
要があります。

※ 初回利用時のみ登録が必要です。
２回目以降は、登録した「申請者ＩＤ」と「パスワード」によりログインできますので、「２．申請情報の作成（P5～P15）」に進んでください。

①
インターネット検索サイトで「供託ねっと」又は「登記・供託オンライン申請システム」と検索します。
サイトトップページの中央の『申請者情報登録』をクリックします。

②
利用規約の確認画面が表示されますので、使用許諾書の内容をご確認いただき、『同意する』をクリックし
てください。

１



２

【氏名・郵便番号・住所】
氏名・郵便番号・住所を入力してください。

会社などの場合は、会社名・ご担当者様氏名のど
ちらでも構いません。

【申請者ID・パスワード】
供託かんたん申請を利用する際の申請者ID・パ
スワードを設定します。お客様で任意のID・パス
ワードを決めてください。
この申請者IDとパスワードは、ログインの都度必
要となりますので、大切に管理してください。

③
申請者情報新規入力画面が表示されますので、必須項目を入力してください。
必須項目を入力したら、画面下部の『確認（次へ）』をクリックしてください。

【連絡先・電話番号】

供託申請に不備などがあった場合に法務局から
電話することがありますので、ご担当者様の連絡
先電話番号を入力してください。

【メールアドレス】

供託申請に関して処理状況などをお知らせします
ので、連絡先のメールアドレスを入力してください。

【質問・答え】

パスワードをお忘れになった場合に使用しますの
で、任意の質問と答えを設定してください。

【メールの受信内容選択】

供託申請に関して受信するメールの内容を選択し
ます。

お知らせの確認漏れを防ぐため、「全てのメール
を受信」にチェックすることをおすすめします。

必須項目を入力したら『確認（次へ）』をクリック



３

④
申請者情報入力内容確認画面が表示されますので、入力した内容に間違いがないか確認の上、間違いがなけ
れば『仮登録（次へ）』をクリックしてください。

⑤
申請者情報仮登録完了画面が表示されますので、『発行（次へ）』をクリックしてください。
クリックすると、③（P２）で登録したメールアドレスに「申請者情報登録用 認証情報のお知らせ」メー
ルが送信されます。



４

⑥
認証情報入力画面が表示されます。③で登録したメールアドレスに「申請者情報登録用 認証情報のお知ら
せ」メールが送信されましたら、メール本文に記載された認証情報を入力し、『登録（次へ）』をクリック
してください。

⑦
申請者情報の登録が完了すると、申請者情報登録完了画面が表示されます。

以上で申請者情報の登録は完了です。『戻る（トップページへ）』をクリックしてトップページに戻ります。

認証情報の有効期限は、申請者情報仮登録
完了画面の『発行（次へ）』をクリックし
てから３０分間です。有効期限内に申請者
情報の登録が完了しない場合､登録を最初
からやり直す必要がありますので､ご注意
ください。



５

２．申請情報の作成

トップページの『供託かんたん申請』をクリックします。
ログイン画面が表示されますので、申請者情報登録で設定した「申請者ID」と「パスワード」（P2）を入
力し、『ログイン』をクリックします。

①

申請者情報登録で登録した申請者IDと
パスワード（P2）を入力します。

ログイン後、供託申請メニューが表示されますので、手続名『供託（金銭）給与債権執行【かんたん】』
をクリックします。②

前回の申請情報を再利用する場合は、『処
理状況を確認する』をクリックし、『再利
用』をクリックしてください。
３か月以内のものについて再利用すること
ができます（P21.8）。

供託をするための申請情報を作成します。
申請情報の内容は、差押えの種類・数・内容などにより異なりますので、詳細は申請先の法務局にお問合せください。
ここでは、次の２つの例のみお示しします。

◆裁判所からの差押命令だけが送達された場合（P5～P10）
◆裁判所からの差押命令と税務署などからの差押通知書の両方が送達された場合（P11～P15）

裁判所からの差押命令だけが送達された場合（P5～P10）



６

P7～P9をご確認の上、申請情報を入力します。入力内容は差押えの種類・数・内容などにより異なりま
すので、あらかじめ申請先の法務局にお問い合わせください。③

津地方法務局

三重県津市丸之内２６－８

法務株式会社

代表取締役 甲山太郎

民事執行法第１５６条第２項

9999 01 999999

供託者は、従業員である●県●市●町一丁目１番１号 乙野次郎に対して令
和５年７月分の給与（支給日令和５年８月２５日、支給場所 供託者本店）金２４
０，０００円を支払うべき債務を負っているところ、同人の供託者に対する給与
債権について給与支給額から法定控除額を控除した残額の４分の１（ただし、
同残額の４分の３に相当する額が３３万円を超えるときは、その超過額）を差
し押さえる旨の下記差押命令が送達されたので、給与支給額から法定控除額
４０，０００円を控除した額の４分の１（ただし、控除した残額が４４万円を超える
ときは、同残額から３３万円を控除した額）に相当する金５０，０００円を供託す
る。

●地方

令和 5

ル

100

●地方

令和 5

ル

120

●● 乙野次郎

乙野次郎 供託者

供託者

●県●市●
町●丁目●
番●号
●●カード
株式会社

1,000,000 1,000,000
令和 5

4

10

10

令和 5

72,000,000 2,000,000

▲県▲市▲
町▲▲▲番
地
▲▲コーポ
レート株式
会社

50,000



津地方法務局

三重県津市丸之内２６－８

法務株式会社

代表取締役 甲山太郎

9999 01 999999

津地方法務局

三重県津市丸之内２６－８

法務株式会社

代表取締役 甲山太郎

9999 01 999999

（１）供託所の表示

（２）供託者の住所・氏名

★法務局が発行する証明書を確認する方法

法務局が発行する次の証明書の「会社法人
等番号」欄に１２桁の数字が記載されてい
ます。この数字が会社法人等番号ですので、
この数字を入力してください。

・登記事項証明書
（履歴事項証明書・現在事項証明書）
・代表者事項証明書
・印鑑証明書

会社法人等番号は、次の方法で確認できます。

★国税庁の「法人番号公表サイト」を確認する方法

国税庁の「法人番号公表サイト」に、会社・法人ご
とに１３桁の法人番号が掲載されています。この法
人番号の２文字目以降の１２桁の数字が会社法人等
番号ですので、この数字を入力してください。

step1 国税庁ホームページから法人番号公表サイ
トにアクセス

step2 「法人の商号・所在地などから法人番号を
調べる」方法を利用して検索

step3 「検索結果一覧」に掲載されている法人番
号の２文字目以降の１２桁の数字を確認

７

【供託所の表示】
『供託所選択』をクリックすると、供託所選択画面が表示されます。
都道府県選択・供託所選択から申請先の法務局を選択してください。
供託の申請は、給与支給場所の最寄りの法務局に行います。給与を振
り込みにより支給している場合、一般的に、給与支給場所は会社の経
理事務を行っている本社・支社などと解釈されます。

【会社法人等番号（供託者）】
登記されている会社・法人の場合は、
会社法人等番号を入力してください。

【住所又は法人所在地】
供託者の住所又は法人所在地を省略せずに入力してください。登記されている会社・法人の場合は、登記上の本店所在地を入力してください。

【氏名又は法人名】
供託者の氏名又は法人名を入力してください。法人種別は「株式会社」、「有限会社」などのように省略せずに入力してください。登記されている会
社・法人の場合は、登記上の会社・法人名を入力してください。
例 × 「甲野商事（株）」

○ 「甲野商事株式会社」

【代表者（資格・氏名）又は代理人（住所・氏名）】
会社・法人の代表者の資格（代表取締役、代表理事など）・氏名を入力してください。登記されている会社・法人の場合は、登記上の資格・氏名を入
力してください。
例 × 「代表者 代表取締役社長 甲野太郎」

○ 「代表者 代表取締役 甲野太郎」



供託者は、従業員である●県●市●町一丁目１番１号 乙野次郎に対して令和５
年７月分の給与（支給日令和５年８月２５日、支給場所供託者本店）金２４０，００
０円を支払うべき債務を負っているところ、同人の供託者に対する給与債権につい
て給与支給額から法定控除額を控除した残額の４分の１（ただし、同残額の４分の
３に相当する額が３３万円を超えるときは、その超過額）を差し押さえる旨の下記
差押命令が送達されたので、給与支給額から法定控除額４０，０００円を控除した
額の４分の１（ただし、控除した残額が４４万円を超えるときは、同残額から３３万
円を控除した額）に相当する金５０，０００円を供託する。

●地方

令和 5

ル

100

●地方

令和 5

ル

120

●● 乙野次郎

乙野次郎 供託者

供託者

●県●市●
町●丁目●
番●号
●●カード株
式会社

1,000,000 1,000,000
令和 5

4

10

10

令和 5

72,000,000 2,000,000

▲県▲市▲
町▲▲▲番
地
▲▲コーポ
レート株式会
社

民事執行法第１５６条第２項

（３）被供託者の住所・氏名、法令条項

（４）供託の原因たる事実

計算の結果、１円未満の端数が出た場合は切り
捨てます。
この金額が供託する金額となります。

◆給与と賞与の両方が差し押さえられている場合、賞与が支給される際にも供託する必要がありますが、給与と賞与は別々に供託していただきますよう
お願いします（給与支給日と賞与支給日が同一日であっても、別々に供託します。）。

◆賞与分を供託する場合も、基本的には給与分を供託する場合と同じですが、「備考」欄に今回供託するのは賞与分である旨を入力する必要があります
（P9(5)をご覧ください。）。

【法令条項】
差押えの種類・数・内容などによって異なりますので、申請先の法務局にお問
合せください。

【本文】
一般的な記載例が初期表示されますので、必要
に応じて追加・修正します。
代表的な記載例はこのとおり（赤字が入力箇
所）ですが、差押えの種類・数・内容などに
よって異なりますので、申請先の法務局にお問
合せください。

※翌月以降は、前回の供託申請の内容を再利用
し、その月の給与支給額などを修正するだけで
供託申請できます（P21.8）。

【差押命令の表示】
裁判所から送達された差押命令の内容を入力します。
なお、差押命令が複数送達されている場合は、過去に送達されたものも含め、全て入力します。

【債権者】
差押命令の当事者目録に記載さ
れている債権者の住所氏名を入
力します。
債権者が会社・法人の場合、代
表者の入力は不要です。

【事件の表示】
差押命令の表書きに記載されて
いる裁判所名・事件番号を入力
します。

【債務者】
差押命令の当事者目録に記載さ
れている債務者の氏名を入力し
ます（住所は不要です。）。

【第三債務者】
「供託者」と入力します。

【債権額】
差押命令の請求債権目録に記載
されている債権額合計を入力し
ます。

【差押債権額】
差押命令の差押債権目録に記載
されている差押債権額を入力し
ます。

【送達年月日】
裁判所から差押命令が届いた年
月日を入力します。

経理上給与支給額などが確定していても、給与
支給日以降でないと供託できませんので、ご注
意ください（給与支給日以降でしたらいつでも
供託できます。）。

注意！

【被供託者の住所・氏名】
多くの場合は入力不要ですが、差押えの内容などによっては入力する場合もあ
ります。

※かんたん申請では、差押命令を３つまでしか入力でき
ません。差押命令が３つ以上送達された場合は、申請用
総合ソフトにより供託申請することになります。

８



50,000

９

（５）その他

入力内容の確認画面が表示されますので、内容に誤りがないか確認の上、画面下の『確定』をクリックし
てください。⑤

【供託金額】
供託する金額を半角数字で入力します。

【供託書正本の受取方法】
供託手続が完了すると法務局から供託書正本が発行されます
ので、供託書正本の受取方法を選択してください（P19）。

【供託通知書の発送を請求する】
多くの場合はチェック不要ですが、差押命
令の内容などによってはチェックします。

【送付する添付書面あり】【登記事項証明書を提示する】
供託申請では、基本的には添付書面などは必要ありません。
しかし、会社外の専門家に供託手続を依頼する場合など、委
任状などの添付書面が必要となることもあります。
また、供託をする会社・法人が現在法務局に登記申請中の場
合は、登記事項証明書が必要となります。
どのような場合に添付書面が必要となるかなどは、申請先の
法務局にお問合せください。

【備考】
賞与分を供託する場合は、次の例を参考に入力してください。

ただし、供託の原因たる事実には「令和●年●月分の給
与」とあるが、今回供託するのは賞与分であるため、供託
の原因たる事実中「給与」とあるのを全て「賞与」に読み
替えるものとする。

必要事項を全て入力しましたら、画面下の『次へ』をクリックしてください。④



申請書の送信が完了すると、送信完了画面が表示されます。
以上で、法務局への供託申請が完了しました。画面上段メニューバーからログアウトできます。⑧

１０

納付情報入力画面が表示されますので、供託者の氏名又は法人名を全角カナ文字で入力し、『確定』をク
リックしてください。⑥

送信確認画面が表示されますので、表示された内容を確認の上、『送信実行』をクリックしてください。⑦

送信後、法務局に申請情報が到達しているかどうかは、処理状況確認画面から確認することができます。
処理状況確認画面は、申請情報の送信後に表示される送信完了画面から『処理状況を確認する 』をクリックするか、
供託申請メニュー画面から『処理状況を確認する』をクリックします。
処理状況の確認方法については、P16～P17をご覧ください。



トップページの『供託かんたん申請』をクリックします。
ログイン画面が表示されますので、申請者情報登録で設定した「申請者ID」と「パスワード」（P2）を入
力し、『ログイン』をクリックします。

①

申請者情報登録で登録した申請者IDと
パスワード（P2）を入力します。

ログイン後、供託申請メニューが表示されますので、手続名『供託（金銭）その他【かんたん】』をク
リックします。②

前回の申請情報を再利用する場合は、『処
理状況を確認する』をクリックし、『再利
用』をクリックしてください。
３か月以内のものについて再利用すること
ができます（P21.8）。

裁判所からの差押命令と税務署などからの差押通知書の両方が送達された場合
（P11～P15）

１１



１２

P13～P15をご確認の上、申請情報を入力します。入力内容は差押えの種類・数・内容により異なります
ので、あらかじめ申請先の法務局にお問い合わせください。③

津地方法務局

三重県津市丸之内２６－８

法務株式会社

代表取締役 甲山太郎

50,000

供託者は、従業員である●県●市●町二丁目２番２号 乙野次郎に対して令和５年
７月分の給与（支給日令和５年８月２５日、支給場所 供託者本店）金２４０，０００円
を支払うべき債務を負っているところ、これについて以下のとおり、強制執行による
差押えについては、給与支給額から４０，０００円を法定控除した残額の４分の１であ
る５０，０００円を、滞納処分による差押えについては、給与支給額から国税徴収法
第７６条に基づく差押禁止額１６０，０００円を控除した残額の８０，０００円を差し押さ
える旨の差押命令が送達されたが、先行する強制執行による差押えと、後行の滞納
処分による差押えとが、差押債権額５０，０００円の範囲で競合することとなったので、
…

9999 01 999999

備考のとおり

滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律
第３６条の６第１項



津地方法務局

三重県津市丸之内２６－８

法務株式会社

代表取締役 甲山太郎

9999 01 999999

津地方法務局

三重県津市丸之内２６－８

法務株式会社

代表取締役 甲山太郎

9999 01 999999

（１）供託所の表示

（２）供託者の住所・氏名

★法務局が発行する証明書を確認する方法

法務局が発行する次の証明書の「会社法人
等番号」欄に１２桁の数字が記載されてい
ます。この数字が会社法人等番号ですので、
この数字を入力してください。

・登記事項証明書
（履歴事項証明書・現在事項証明書）
・代表者事項証明書
・印鑑証明書

会社法人等番号は、次の方法で確認できます。

★国税庁の「法人番号公表サイト」を確認する方法

国税庁の「法人番号公表サイト」に、会社・法人ご
とに１３桁の法人番号が掲載されています。この法
人番号の２文字目以降の１２桁の数字が会社法人等
番号ですので、この数字を入力してください。

step1 国税庁ホームページから法人番号公表サイ
トにアクセス

step2 「法人の商号・所在地などから法人番号を
調べる」方法を利用して検索

step3 「検索結果一覧」に掲載されている法人番
号の２文字目以降の１２桁の数字を確認

１３

【供託所の表示】
『供託所選択』をクリックすると、供託所選択画面が表示されま
す。都道府県選択・供託所選択から申請先の法務局を選択してく
ださい。
供託の申請は、給与支給場所の最寄りの法務局に行います。給与
を振り込みにより支給している場合、一般的に、給与支給場所は
会社の経理事務を行っている本社・支社などと解釈されます。

【会社法人等番号（供託者）】
登記されている会社・法人の場合は、
会社法人等番号を入力してください。

【住所又は法人所在地】
供託者の住所又は法人所在地を省略せずに入力してください。登記されている会社・法人の場合は、登記上の本店所在地を入力してください。

【氏名又は法人名】
供託者の氏名又は法人名を入力してください。法人種別は「株式会社」、「有限会社」などのように省略せずに入力してください。登記されている会
社・法人の場合は、登記上の会社・法人名を入力してください。
例 × 「甲野商事（株）」

○ 「甲野商事株式会社」

【代表者（資格・氏名）又は代理人（住所・氏名）】
会社・法人の代表者の資格（代表取締役、代表理事など）・氏名を入力してください。登記されている会社・法人の場合は、登記上の資格・氏名を入
力してください。
例 × 「代表者 代表取締役社長 甲野太郎」

○ 「代表者 代表取締役 甲野太郎」



備考のとおり

滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律
第３６条の６第１項

供託者は、従業員である●県●市●町二丁目２番２号乙野次郎に対して令和５年７月分の給与（支給日令和５年８月２５日、
支給場所供託者本店）金２４０，０００円を支払うべき債務を負っているところ、これについて以下のとおり、強制執行による
差押えについては、給与支給額から４０，０００円を法定控除した残額の４分の１である５０，０００円を、滞納処分による差押
えについては、給与支給額から国税徴収法第７６条に基づく差押禁止額１６０，０００円を控除した残額の８０，０００円を差し
押さえる旨の差押命令が送達されたが、先行する強制執行による差押えと、後行の滞納処分による差押えとが、差押債権
額５０，０００円の範囲で競合することとなったので、金５０，０００円を供託する。

１ 強制執行による差押えの表示
●地方裁判所令和５年（ル）第１００号、債権者●県●市●町●丁目●番●号●●カード株式会社、債務者乙野次郎、第
三債務者供託者とする債権差押命令、執行債権額金１００万円、差押債権額金１００万円、令和５年４月１０日送達。

２ 滞納処分による差押えの表示

▲県▲市▲町▲▲▲番地▲▲税務署長が乙野次郎の滞納処分にかかる国税（令和２年度所得税額金１０万円、延滞税額
金１０万円、合計額金２０万円）についてした滞納処分による差押え、第三債務者供託者、差押債権額金２０万円、令和５年
７月１０日差押通知書送達。

（３）被供託者の住所・氏名、法令条項

（４）供託の原因たる事実

１４

【法令条項】
「備考のとおり」と入力し、画面下の「備考」欄に入力します。法令条項は差押えの種類・数・内容などによって異なりますので、申請先の法務局に
お問合せください。

【被供託者の住所・氏名】
多くの場合は入力不要ですが、差押えの内容などによっては入力す
る場合もあります。

計算の結果、１円未満の端数が出た場合は
切り捨てます。

経理上給与支給額などが確定していても、
給与支給日以降でないと供託できませんの
で、ご注意ください（給与支給日以降でし
たらいつでも供託できます。）。

差押禁止額の計算は、給与支給額などに
よって異なりますので、滞納処分をした官
公署にお問合せください。

【本文】
代表的な記載例はこのとおりですが、差押えの種類・数・内容などによって異なりますので、申請先の法務局にお問合せください。
※翌月以降は、前回の供託申請の内容を再利用し、その月の給与支給額などを修正するだけで供託申請できます（P21.8）。

【差押命令の表示】
裁判所や税務署などから送達された差押命令等の内容を入力します。
なお、差押命令等が複数送達されている場合は、過去に送達されたものも含め、全て入力します（P8(4)もご覧ください。）。

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

◆給与と賞与の両方が差し押さえられている場合、賞与が支給される際にも供託する必要がありますが、給与と賞与は別々に供託していただきますよう
お願いします（給与支給日と賞与支給日が同一日であっても、別々に供託します。）。

◆賞与分を供託する場合も、基本的には給与分を供託する場合と同じですが、「備考」欄に今回供託するのは賞与分である旨を入力する必要があります
（P15をご覧ください。）。

注意！



50,000

滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する
法律第３６条の６第１項

１５

（５）その他

必要事項を全て入力し終わったら、『次へ』をクリックしてください。ここからの操作は、P9④以降と同様です。

【供託金額】
供託する金額を半角数字で入力します。

【供託書正本の受取方法】
供託手続が完了すると法務局から供託書正本が発行されます
ので、供託書正本の受取方法を選択してください（P19）。

【供託通知書の発送を請求する】
多くの場合はチェック不要ですが、差押命
令の内容などによってはチェックします。

【送付する添付書面あり】【登記事項証明書を提示する】
供託申請では、基本的には添付書面などは必要ありません。
しかし、会社外の専門家に供託手続を依頼する場合など、委
任状などの添付書面が必要となることもあります。
また、供託をする会社・法人が現在法務局に登記申請中の場
合は、登記事項証明書が必要となります。
どのような場合に添付書面が必要となるかなどは、申請先の
法務局にお問合せください。

【備考】
法令条項を入力します。
また、賞与分を供託する場合は、次の例を参考に入力してく
ださい。

ただし、供託の原因たる事実には「令和●年●月分の給
与」とあるが、今回供託するのは賞与分であるため、供託
の原因たる事実中「給与」とあるのを全て「賞与」に読み
替えるものとする。

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



処理状況照会画面が表示され、取得可能な情報がある場合は、「取得可能情報」欄にアイコンが表示され
ますので、確認したい情報のアイコンをクリックします。②

【到達通知】
申請情報が法務局に到達したことを確認します
（P17(1)）。

【お知らせ】

受理決定通知書（P17(2)）又は修正（P20）の
お知らせを確認します。

【納付】

供託金の納付に必要な情報を確認します（P18）。

【再利用】
申請情報を修正する場合（P20）や申請情報の内
容をコピーして新規の申請情報を作成する場合
（P21.8）に使用します。

３．処理状況の確認

供託申請メニュー画面の『処理状況を確認する』をクリックします。①

供託申請後、法務局から各種のお知らせが送信されると、P2で登録したメールアドレスにお知らせが送信された旨のメー
ルが届きます。メールが届きましたら、次の方法で内容をご確認ください。

１６

到達・受付待ち
申請データが登記・供託オンライン申請システムに到達してから審査の開始を
待っている状態

審査中
審査者が審査を開始した状態～審査が完了した状態（納付待ちや供託書正本（書
面）を印刷した状態までを含む）

供託所において供託書正本（書面）の交付日（又は送付日）を登録した状態

供託所にて却下決定書（書面）を印刷した状態

書面による取下書受付後、供託所において取下処理を行った状態

その他申請エラー等で強制的に手続終了とした状態

取下完了
オンラインにより提出した取下書が供託所に到達した後、供託所において取下処
理を行った状態

失効 納付状況が「納付期限切れ」となり、供託所において失効処理を行った状態

手続終了



１７

（１）到達確認

到達通知の内容が表示されますので、申請データが登録されたこ
とを確認してください。

申請情報が法務局に到達した後は、法務局において申請内容の審
査が行われます。申請内容に問題がなければ、審査終了後、法務局
から「受理決定通知」がオンラインで送信されますので、しばらく
お待ちください。

送信した申請情報が法務局に到達していることを確認するには、処理状況照会画面から『到達通
知』をクリックします。

（２）受理決定通知
法務局での審査が終了し、申請が受理されると、「受理決定通知書」が送信されます。
「受理決定通知書」の受信を確認するには、処理状況照会画面から『お知らせ』をクリックしてくだ
さい。

照会内容確認（お知らせ）画面が開き、コメント欄に「受理決定
通知書」の内容が表示されますので、内容を確認の上、引き続き供
託金の納付手続（P18）に進んでください。

なお、受理決定通知書には供託金の納付期日が記載されています
ので、納付期日（１週間後）までに納付手続を完了してください。

納付期日（１週間後の日付に設定されています。）



４．供託金の納付

法務局から受理決定通知書がオンラインで届いたら、供託金の納付手続を行います。 かんたん申請における供託金の
納付は、「電子納付」の方法によって行います。
電子納付を行う際には、納付対象の申請を特定するための番号をＡＴＭやパソコンに入力します。電子納付に必要な番号
を確認するには、処理状況照会画面から『納付』をクリックしてください。

② 金融機関のサイトから納付手続を行う方法

ご利用金融機関のサイトにログインし、取引メニューから「税金・
各種料金払込み」等（※）を選択してください。

その後は、画面の指示に従い、上記の電子納付情報表示画面で確認
した「収納機関番号」、「納付番号」及び「確認番号」を入力し、納
付手続を完了してください。

※ メニュー名は金融機関によって異なります。

① 供託かんたん申請サイトから直接納付手続を行う方法

上記の電子納付情報表示画面から『電子納付』をクリックします。
「ｅ－Ｇｏｖ」サイトが別ウィンドウで開きますので、ご利用金融機
関を選択し、その後は画面の指示に従って納付手続を完了してくださ
い。

＜ゆうちょ銀行 ATMの画面例＞

Pay-easy対応ＡＴＭ一覧

照会内容確認（電子納付情報表示）画面が表示されますので、内
容を確認の上、ＡＴＭ又はインターネットバンキングを利用して
電子納付をしてください。

このマークが目印です。

１８



１９

５．供託書正本の受取

供託金を電子納付すると、電子納付されたことが自動的に法務局に通知されます。
通知されると、法務局では申請情報作成の際に選択された供託書正本の受取方法（P9(5)・P15)に基づき、供託者に供託
書正本を交付します。

６．添付書面等の送付

＜委任状などの添付書面がある場合＞

会社外の専門家に供託申請を依頼するなどの場合は、委任状などの添付書面が必要となります。
どのような場合に添付書面が必要となるかなどは、申請先の法務局にお問合せください。

＜供託書正本を郵送で受け取る場合＞

申請書情報の作成時（P9(5)・P15）に、「書面の供託書正本の送付を請求する。」を選択した場合は、
供託書正本送付用の返信用封筒を送付してください。

次の場合は、申請先の法務局にそれぞれ必要なものを送付してください。
法務局への送付が遅くなりますとその分供託手続が遅れますので、供託申請をしてから５日以内に法務局に届くよう、
ご協力をお願いします。

※ 供託書正本とは、供託手続後、法務局から供託者に交付される書面です。事情届とともに裁判所に供託書正
本を提出します。

※ 供託書正本送付用の返信用封筒は、定型封筒・定形外封筒のどちらでも構いませんが、あらかじめ切手を
貼っていただきますようご協力をお願いします。また、返信用封筒には供託者の住所氏名を宛先としてご記入
ください。

※ 書留、速達などを希望する場合は、その分の切手を貼ってください。



２０

７．修正連絡

法務局での審査の結果、申請内容等に修正（補正）が必要な場合は、法務局から修正のお知らせが送信されます。
修正が必要な内容を確認するには、処理状況照会画面から『お知らせ』をクリックしてください。

照会内容確認（お知らせ）画面が開き、コメント欄に修正が必
要な内容が表示されますので、内容を確認してください。

修正内容にご不明な点がありましたら、供託申請をした法務局
にお問合せください。また、申請内容について法務局から電話す
ることもあります。

申請情報の内容を修正する必要がある場合は、当初の申請情報を再利用しますので、処理状況照会画面から『再利用』
をクリックしてください。

当初の申請の内容が表示されますので、法務局から連絡のあった
部分を修正してください。

修正した申請情報を送信する際には、申請情報入力画面
の下部にある「補正のコメントを受領したので補正申請
として申請する。」にチェックし、「補正対象申請番
号」欄に補正の対象となる申請の「申請番号」を忘れず
に入力してください。



45,000

供託者は、従業員である●県●市●町一丁目１番１号 乙野次郎に対して令和５
年８月分の給与（支給日令和５年９月２５日、支給場所供託者本店）金２２０，０００
円を支払うべき債務を負っているところ、同人の供託者に対する給与債権について
給与支給額から法定控除額を控除した残額の４分の１（ただし、同残額の４分の３
に相当する額が３３万円を超えるときは、その超過額）を差し押さえる旨の下記差押
命令が送達されたので、給与支給額から法定控除額４０，０００円を控除した額の４
分の１（ただし、控除した残額が４４万円を超えるときは、同残額から３３万円を控除
した額）に相当する金４５，０００円を供託する。

●地方

令和 5

ル

100

乙野次郎 供託者

●県●市●町●
丁目●番●号
●●カード株式
会社 1,000,000 1,000,000

令和 5

4

10

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

供託かんたん申請 お問合せ先

津地方法務局供託課
〒514-8503 津市丸之内26-8
☎ 059-228-4734

津地方法務局桑名支局
〒511-0912 桑名市星見ケ丘一丁目101-2
☎ 0594-32-5361

津地方法務局松阪支局
〒515-8510 松阪市高町493-6
☎ 0598-53-1501

津地方法務局伊勢支局
〒516-8503 伊勢市岡本一丁目1-13
☎ 0596-28-6158

津地方法務局四日市支局
〒510-0068 四日市市三栄町4-21
☎ 059-353-4365

津地方法務局熊野支局
〒519-4324 熊野市井戸町712-1
☎ 0597-85-2310

津地方法務局伊賀支局
〒518-0007 伊賀市服部町三丁目117-1
☎ 0595-21-0804

登記・供託オンライン申請システム操作サポートデスク

鈴鹿出張所・尾鷲出張所では供託事務を取り扱っておりませんので、
ご注意ください。

８．定期的に供託する場合

前回の申請の内容が表示されますので、前回
の申請から変更のあった部分を修正して供託申
請をしてください。

例えば、今回は令和５年８月分の給与につい
て供託する場合、前回の申請から「供託の原因
たる事実」欄と「供託金額」欄を修正するだけ
で申請情報を作成できます。

供託の申請内容については、お近くの法務局や申請先の法務局にお問合せください。
■ 申請内容・方法の事前相談 ■ 申請情報の入力内容が分からない など

かんたん申請の入力・操作方法については、サポートデスクにお問合せください。
■ システムにログインができない ■ かんたん申請の流れを教えてほしい ■ 納付方法が分からない など

＜お問合せ時間＞

平日の月曜日から金曜日まで（土日祝日・年末年始（１２月２９日～１月３日）はご利用できません。）
8時30分から19時00分まで

＜お問合せ電話番号＞

050ビジネスダイヤル：050-3786-5797

（050ビジネスダイヤルをご利用いただけない場合（IP電話番号））050-3822-2811 又は 050-3822-2812 ２１

給与が差し押さえられた場合、給与支給日ごとに供託をする必要がありますが、供託かんたん申請では前回の供託申請
の内容を再利用することができます。前回の供託申請の内容を再利用することで、毎月の供託申請をより簡単に行うことが
できます。前回の供託申請の内容を再利用する際は、処理状況照会画面から『再利用』をクリックしてください。

赤字箇所を修正するだけでOK！


